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審 査 決 定 報 告 書 

総務環境委員会   

 さきの令和元年第４回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました

議案第８５号ほか２３件の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規

則第１０１条の規定に基づき報告します。 

 これらの案件については，１２月１２，１３日の両日，委員会を開催し，慎

重に審査を行いましたが，その結果は下記のとおりであります。 

 以下，審査の概要を申し上げますと， 

１ 議案第８５号 笠間・水戸環境組合の解散について 

  議案第８６号 笠間・水戸環境組合の解散に伴う財産処分について 

これらの案件については，解散に伴う協定書（案）の内容，解散後における

本市の費用負担及びその算出根拠等について，種々質疑応答を重ねた後，これ

らの案件を一括採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定

いたしました。 

２ 議案第８７号 大洗、鉾田、水戸環境組合規約の変更について 

  議案第８８号 大洗、鉾田、水戸環境組合の共同処理する事務の変更に伴 

う財産処分について 

これらの案件については，ごみ処理事務からの脱退に伴う本市の費用負担等

について，種々質疑応答を重ねた後，これらの案件を一括採決の結果，全会一

致をもって，原案を可決すべきものと決定いたしました。 

３ 議案第１０１号 水戸市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の一 

部を改正する条例 

本案については，包括外部監査における監査対象の範囲，包括外部監査人の

概要等について，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，

原案を可決すべきものと決定いたしました。 

４ 議案第１０３号 水戸市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例 

本案については，本市におけるマイナンバーカードの取得率，個人番号を利

用できる事務の種類等について，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，賛成

多数をもって，原案を可決すべきものと決定いたしました。 

５ 議案第１０４号 水戸市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部 

を改正する条例 

本案については，産業廃棄物処理業等に係る手数料設定の根拠等について，

種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべき

ものと決定いたしました。 



2 

６ 議案第１０７号 水戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

本案については，会計年度任用職員制度導入に対する本市の考え方，現在任

用している嘱託員及び臨時職員の処遇，会計年度任用職員の任用方法等につい

て，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決す

べきものと決定いたしました。 

７ 議案第１１３号 水戸市小吹清掃工場条例を廃止する条例 

本案については，小吹清掃工場廃止後の跡地利用の進め方等について，種々

質疑応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきもの

と決定いたしました。 

８ 議案第１１４号 水戸市役所本庁舎駐車場の管理に関する条例の一部を改 

正する等の条例 

本案については，駐車場内における防犯カメラの設置状況，長期駐車車両へ

の対応，来庁者以外の駐車に対する考え方等について，種々質疑応答を重ねた

後，委員から，「来庁者の駐車場利用の妨げとならない範囲で，行政財産の有効

活用という観点から，本庁舎駐車場の適切な運用を図られたい。また，駐車場

の安全確保のため，防犯カメラ等の設置を推進されたい」等の意見が出されま

した。 

この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。 

９ 議案第１２３号 指定管理者の指定について（自転車等駐車場） 

本案については，候補者選定時における審査内容の詳細，指定管理者に対す

る指導及び助言等について，種々質疑応答を重ねた後，委員から，「指定管理者

の変更後も，これまでの市民サービスを維持，承継するとともに，新たな指定

管理者と連携し，さらなる利便性の向上に努められたい」等の意見が出されま

した。 

この後，採決の結果，賛成多数をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。 

１０ 議案第１３１号 令和元年度水戸市一般会計補正予算（第７号）（ただし， 

第１表中歳出中第６款及び第７款並びに第２表債務負 

担行為補正中産業水道委員会所管分を除く） 

本案については，令和元年台風第１９号により被災した浄化槽に対する補助

制度等について，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，賛成多数をもって，

原案を可決すべきものと決定いたしました。 

１１ 議案第１３２号 水戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

本案については，給与改定による影響額及び特別職の期末手当等について，
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種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべき

ものと決定いたしました。 

１２ 報告第９５号 専決処分について（令和元年度水戸市一般会計補正予算

（第５号）（ただし，第１表中歳出中第１１款中文教福祉

委員会所管分，産業水道委員会所管分及び都市建設委員

会所管分を除く）） 

本件については，補正予算に係る財源等について，種々質疑応答を重ねた後，

採決の結果，全会一致をもって，承認すべきものと決定いたしました。 

１３ 報告第９９号 専決処分について（令和元年台風第１９号による被災者

に対する市税の減免に関する条例） 

本件については，減免の対象及び期間，減免申請の状況，税法上のパートナ

ーシップ制度の取り扱い等について，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，

全会一致をもって，承認すべきものと決定いたしました。 

以上のほか，議案第８９号 水戸市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例，

議案第１００号 水戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例，議案第１０２

号 水戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例，議案第 

１０９号 水戸市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例，議案第 

１２６号 健康増進等施設建設工事請負契約の締結について，議案第１２７号 

健康増進等施設建設電気設備工事請負契約の締結について，議案第１２８号 

健康増進等施設建設機械設備（給排水）工事請負契約の締結について，議案第

１３３号 令和元年度水戸市一般会計補正予算（第８号）（ただし，別表中歳出

中第３款，第４款中文教福祉委員会所管分，第５款，第６款，第７款，第８款，

第９款及び第１０款中文教福祉委員会所管分を除く），報告第９８号 専決処分

について（令和元年度水戸市一般会計補正予算（第６号））についても，種々質

疑応答を重ねた後，採決の結果，いずれも全会一致をもって，原案を可決，承

認すべきものと決定いたしました。 

記 

議案第８５号，議案第８６号 

原案を認め，次の意見を付する。 

意 見 

 組合の解散後においても，将来負担について，協定内容を尊重した上で継続

的な協議を行うとともに，負担内容の明確化を図り，議会に報告されたい。 

議案第８７号，議案第８８号 

原案を認め，次の意見を付する。 

意 見 
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 共同事務の変更に伴う将来負担について，協定内容を尊重した上で継続的な

協議を行うとともに，負担内容の明確化を図り，議会に報告されたい。また，

引き続き共同処理を行うこととなるし尿処理に係る事務についても，その在り

方の検討を早期に進められたい。 

議案第８９号，議案第１００号，議案第１０１号，議案第１０２号，議案第   

１０３号，議案第１０４号，議案第１０７号，議案第１０９号，議案第１１３

号，議案第１１４号，議案第１２３号，議案第１２６号，議案第１２７号，議

案第１２８号，議案第１３１号（ただし，第１表中歳出中第６款及び第７款並

びに第２表債務負担行為補正中産業水道委員会所管分を除く），議案第１３２号，

議案第１３３号（ただし，別表中歳出中第３款，第４款中文教福祉委員会所管

分，第５款，第６款，第７款，第８款，第９款及び第１０款中文教福祉委員会

所管分を除く） 

 以上，原案を認める。 

報告第９５号（ただし，第１表中歳出中第１１款中文教福祉委員会所管分，産

業水道委員会所管分及び都市建設委員会所管分を除く），報告第９８号，報告第

９９号 

以上，承認する。 

 

上記のとおり報告する。 

 

   令和元年１２月１７日 

 

  水戸市議会議長  安 藏   栄 様 

                       

総務環境委員会        

委員長  小 泉 康 二    


